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7月のマイナ保険証利用促進周知のお願い 

（10月の医療ＤＸ推進体制整備加算見直しを踏まえ） 

 

 

令和７年 10月に医療ＤＸ推進体制整備加算の見直しが予定されおり、その際、これまでの状

況を踏まえると、マイナ保険証利用率の実績要件も引き上げられる可能性があります。その場

合、10 月の算定に必要な利用実績としては、3 カ月前の令和 7 年 7 月の利用率が用いられるこ

とになります。従いまして、7 月中に患者に働きかけてマイナ保険証の利用を促進し、利用実

績を高めておくことが重要になりますので、貴会会員への周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

医療ＤＸ推進体制整備加算の実績要件見直し 

令和７年 10月以降の実績要件については、令和７年１月 29日付け中医協答申書「附帯意見」

に基づき「本年７月頃を目途に、マイナ保険証の利用状況、保険医療機関・保険薬局における

利用促進に関する取組状況等、実態を十分に勘案した上で検討、設定する」とされております。 

これまでの見直しの度に、日本全体のマイナ保険証利用率の増大に伴い、実績要件が引き上

げられてきている等の状況を踏まえると、今回の見直しでも、10月以降は実績要件が引き上げ

られることも予想されます。 

 マイナ保険証利用率とは、「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」であって、社会保険

診療報酬支払基金よりメールでお知らせがあり、また医療機関等向け総合ポータルサイトでも

確認できるものであり、医療ＤＸ推進体制整備加算を算定する際には、以下のとおり算定月の

３月前とその前月および前々月の利用率のうち、最も高い率を用いることが可能とされており

ます。 

 

〔医療ＤＸ推進体制整備加算 マイナ保険証利用率の実績要件について〕 

算定月 利用率の対象月（最も高い利用率を採用） 

令和７年 10月の算定 令和７年５月 令和７年６月 令和７年７月 

令和７年 11月の算定 令和７年６月 令和７年７月 令和７年８月 

令和７年 12月の算定 令和７年７月 令和７年８月 令和７年９月 

： 
： 

： 
： 



 

従いまして、10月以降に実績要件が引き上げられる場合に備え、各医療機関において７月の

マイナ保険証利用率が上がるよう、院内掲示や声掛け等により改めて患者さんにご案内いただ

くことが重要となります。 

院内掲示用のポスターについては、日本医師会ホームページ（メンバーズルーム）や厚生労

働省のホームページにも掲載しておりますので、ご活用ください。 

 

〔院内掲示用ポスター〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）厚生労働省ホームページ：https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html 

 

  


